
成年後見相談でお話しませんか？
▶問合せ　総合相談窓口☎079（430）6000
　　　　　社会福祉士がお待ちしています。
▶日時　１月５日（火）、22日（金）
　　　　10：00～16：00（予約優先）
▶場所　播磨町中央公民館

成年後見人すずさん活動記④
　〇月×日　Aさんの担当者会議

成年後見って？
　成年後見制度は、認知症や精神疾患などにより、判断能力
が十分でない人に対し、生活の中で必要な手続きや契約、介
護や福祉サービスの導入や入院時の対応、金銭や不動産など
の財産管理について、本人に代わって同意や取り消しを行い、
安心して生活できるように支援する仕組みです。
　成年後見相談を月２回開催しています。ご利用ください。

　今日は担当者会議に参加。Aさんの「最期
まで、この家に住みたい」という希望を聞き、
ケアマネや介護・医療の支援者と今後のプ
ランについて確認しました。Aさんの年金と、
生活に掛かる費用を考慮し、介護サービス
を増やせるように調整。住宅改修をすること
で、Aさんが安全に家の中を移動できそうで
す。ご本人の思いを尊重しつつ安全安心に
過ごせるよう、身上監護を行うことも後見人
の大切な役割です。これからも、Aさんの希
望をたくさん聞きたいと思います。

年 金年 金20
歳
の
加
入
の
流
れ

　
日
本
国
内
に
居
住
し
て
い
る

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
は
一

部
の
人
（※

）
を
除
き
国
民
年

金
の
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。

　
20
歳
に
な
っ
て
か
ら
、
概
ね

２
週
間
以
内
に
国
民
年
金
加
入

の
お
知
ら
せ
と
納
付
書
が
届
き

ま
す
。
年
金
手
帳
は
別
途
送
付

さ
れ
ま
す
。
届
か
な
い
場
合
は
、

国
民
年
金
加
入
の
手
続
き
が
必

要
で
す
。（
20
歳
前
後
に
、
国
外

転
入
や
転
居
を
さ
れ
る
場
合
は
、

転
入
先
の
市
区
町
村
に
必
ず
お

申
し
出
く
だ
さ
い
）

※

厚
生
年
金
保
険
加
入
者
や
共

済
組
合
加
入
者
、
ま
た
は
そ
の

配
偶
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
人

▼
保
険
料
（
令
和
２
年
度
）

月
額
１
万
６
５
４
０
円

▼
納
め
方

・
納
付
書

・
電
子
納
付

・
口
座
振
替

・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

保
険
料
の
猶
予
・
免
除

　
学
生
な
ど
収
入
が
少
な
い
た

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

▼
問
合
せ
　
加
古
川
年
金
事
務
所
☎
０
７
９
（
４
２
７
）
４
７
４
０

　
　
　
　
　
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
８
１

め
に
保
険
料
の
納
付
が
で
き
な

い
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
免
除
・

猶
予
と
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

●
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

　
被
保
険
者
本
人
の
所
得
が
一

定
額
以
下
で
あ
る
場
合
に
、
保

険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制

度
で
す
。
対
象
と
な
る
学
生
は
、

学
校
教
育
法
に
規
定
さ
れ
る
大

学
（
大
学
院
）
、
短
期
大
学
、

高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、

特
別
支
援
学
校
、
専
修
学
校
及

び
各
種
学
校
（
修
業
年
限
１
年

以
上
で
あ
る
課
程
）
、
一
部
の

海
外
大
学
の
日
本
分
校
に
在
学

す
る
人
で
す
。

※

申
請
に
は
学
生
証
ま
た
は
在

学
証
明
書
が
必
要
で
す
。

●
「
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
」

　
被
保
険
者
本
人
、
配
偶
者
及

び
世
帯
主
の
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
に
、
全
額
ま
た
は
一

部
が
免
除
、
も
し
く
は
猶
予
さ

れ
る
制
度
で
す
。

　
申
請
手
続
き
な
ど
詳
し
く
は
、

保
険
年
金
グ
ル
ー
プ
ま
た
は
加

古
川
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

年 金年 金障
害
基
礎
年
金

　
年
金
と
い
う
と
、
老
後
の
生

活
を
支
え
る
「
老
齢
基
礎
年

金
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す

が
、
現
役
世
代
で
も
、
病
気
や

ケ
ガ
な
ど
で
障
害
が
生
じ
た
と

き
に
は
、
「
障
害
年
金
」
が
支

給
さ
れ
る
の
を
ご
存
じ
で
す
か
。

が
ん
や
糖
尿
病
な
ど
、
病
気
で

生
活
や
仕
事
が
制
限
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
場
合
に
も
支
給
対

象
と
な
り
ま
す
。

　
役
場
で
相
談
・
受
付
を
し
て

い
る
の
は
障
害
基
礎
年
金
で
す
。

▼
対
象
　
次
の
す
べ
て
を
満
た

す
人

・
障
害
の
原
因
と
な
る
病
気
や

ケ
ガ
の
初
診
日
が
国
民
年
金

加
入
期
間
ま
た
は
20
歳
以
前
、

60
歳
以
上
65
歳
未
満
（
老
齢

基
礎
年
金
繰
上
受
給
者
を
除

く
）

・
障
害
認
定
日
に
障
害
の
程
度

が
国
民
年
金
法
の
障
害
等
級

基
準
を
満
た
し
て
い
る

・
初
診
日
前
日
に
保
険
料
の
滞

納
期
間
が
３
分
の
１
を
越
え

て
い
な
い
。
ま
た
は
、
初
診

ご
存
じ
で
す
か
？
障
害
基
礎
年
金

▼
問
合
せ
　
加
古
川
年
金
事
務
所
☎
０
７
９
（
４
２
７
）
４
７
４
０

　
　
　
　
　
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
８
１

日
前
々
月
ま
で
の
１
年
間
に

保
険
料
の
滞
納
が
な
い
（
初

診
日
が
令
和
８
年
３
月
31
日

ま
で
の
特
例
）

※

「
初
診
日
」
は
、
障
害
の
原

因
と
な
っ
た
病
気
や
ケ
ガ
に
つ

い
て
初
め
て
医
師
の
診
察
を
受

け
た
日

※

「
障
害
認
定
日
」
は
、
原
則

初
診
日
か
ら
１
年
６
カ
月
を
経

過
し
た
日
（
１
年
６
カ
月
以
内

に
症
状
が
固
定
し
た
場
合
は
そ

の
日
が
障
害
認
定
日
と
み
な
さ

れ
ま
す
）

▼
支
給
額
年
額

・
１
級
　
97
万
７
千
１
２
５
円

・
２
級
　
78
万
１
千
７
０
０
円

子
の
加
算

・
第
１
子
・
第
２
子
　

　
各
22
万
４
千
９
０
０
円

・
第
３
子
以
降

　
各
７
万
５
千
円

※

「
子
の
加
算
」
は
、
生
計
を

維
持
し
て
い
る
18
歳
未
満
の
子

（
18
歳
に
到
達
し
た
場
合
は
そ

の
年
度
中
は
対
象
）
ま
た
は
20

歳
未
満
で
１
級
・
２
級
の
障
害

の
あ
る
子
が
い
る
方
は
支
給
額

に
加
算
を
し
ま
す
。

運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
へ

の
支
援

　
運
転
免
許
証
を
自
主
返
納
し

た
人
に
、
公
共
交
通
機
関
の
利

用
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
カ
ー
ド
（
５

千
円
分
）
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
カ
ー
ド
は
公
共
交

通
機
関
を
利
用
す
る
際
や
、
各

種
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な

ど
で
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

▼
対
象
　
次
の
①
②
の
両
方
に

該
当
す
る
人

①
播
磨
町
内
に
住
民
登
録
が
あ

る
満
65
歳
以
上
の
人

②
運
転
免
許
証
を
自
主
返
納
し
、

運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付
を
受

け
て
１
年
以
内
の
人

※

運
転
免
許
証
を
自
主
返
納
後
、

運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付
を
う

け
て
い
な
い
人
は
、
こ
の
支
援

制
度
を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ

ん
。

※

運
転
経
歴
証
明
書
と
は
、
返

納
し
た
免
許
証
の
種
類
や
交
付

日
、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日

な
ど
を
表
示
し
た
カ
ー
ド
で
す
。

▼
内
容
　
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
カ
ー
ド

５
千
円
分
（
カ
ー
ド
発
行
預
り

金
５
０
０
円
を
含
み
ま
す
）

※

Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
カ
ー
ド
は
、
後

日
郵
送
し
ま
す
。

※

Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
カ
ー
ド
の
交
付

は
１
人
１
回
限
り
で
す
。

※

令
和
２
年
３
月
31
日
ま
で
に

従
前
の
補
助
金
（
運
転
経
歴
証

明
書
発
行
手
数
料
１
千
１
０
０

円
の
補
助
）
の
交
付
を
受
け
た

人
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

▼
申
請
手
続
き
　
申
請
書
、
請

求
書
、
運
転
経
歴
証
明
書
の
写

し
を
危
機
管
理
グ
ル
ー
プ
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い

※

申
請
書
及
び
請
求
書
は
危
機

管
理
グ
ル
ー
プ
に
備
え
付
け
て

い
ま
す
（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

▼
運
転
免
許
証
自
主
返
納
・
運

転
経
歴
証
明
書
に
関
す
る
問
い

合
わ
せ

兵
庫
県
警
察
交
通
部
運
転
免
許

課
（
明
石
運
転
免
許
試
験
場
内
）

☎
０
７
８
（
９
１
２
）
１
６
２
８

加
古
川
警
察
署

☎
０
７
９
（
４
２
７
）
０
１
１
０

急
発
進
抑
制
ブ
レ
ー
キ
装
置

の
設
置
へ
の
支
援

　
高
齢
運
転
者
の
ア
ク
セ
ル
と

ブ
レ
ー
キ
の
踏
み
間
違
い
に
よ

る
、
事
故
を
減
ら
す
こ
と
を
目

的
と
し
、
急
発
進
抑
制
ブ
レ
ー

キ
を
後
付
け
で
設
置
し
た
人
に
、

１
万
１
千
円
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象
　
次
の
①
②
③
の
す
べ

て
に
該
当
す
る
人

①
播
磨
町
内
に
住
民
登
録
が
あ

る
満
75
歳
以
上
の
人

②
有
効
期
限
内
の
運
転
免
許
証

を
所
有
し
て
い
る
人

③
兵
庫
県
が
実
施
す
る
高
齢
運

転
者
事
故
防
止
対
策
事
業
に
よ

る
補
助
の
交
付
を
受
け
た
人
で
、

引
き
続
き
使
用
し
て
い
る
人

▼
内
容
　
上
限
１
万
１
千
円

（
補
助
対
象
経
費
が
３
万
３
千

円
を
下
回
る
場
合
は
、
補
助
対

象
経
費
か
ら
県
補
助
２
万
２
千

円
を
引
い
た
額
と
す
る
）

▼
申
請
手
続
き
　
①
申
請
書
②

請
求
書
③
県
補
助
の
決
定
通
知

書
の
写
し
④
自
動
車
車
検
証
の

写
し
⑤
装
置
の
設
置
証
明
書
の

写
し
⑥
安
全
装
置
設
置
に
係
る

誓
約
書
（
車
検
証
の
所
有
者
と

申
請
者
が
異
な
る
場
合
）

右
の
①
〜
⑥
を
危
機
管
理
グ
ル

ー
プ
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い

※

申
請
書
及
び
請
求
書
、
誓
約

▶問合せ　危機管理グループ☎０７９（４３５）０９９１
　近年、高齢運転者による交通事故の割合が増加し、社会問題となっ
ています。
　播磨町では、高齢運転者による交通事故を防止するための施策を実
施していますので、ぜひご活用ください。

高齢運転者の事故防止を支援します！

書
は
危
機
管
理
グ
ル
ー
プ
に
備

え
付
け
て
い
ま
す
（
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

▼
申
請
期
限
　
３
月
31
日
㈬
　

※

申
請
期
限
が
あ
り
ま
す
。
お

早
め
の
申
請
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
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